
　お知らせ掲示板 ◎ 2020.4※3月10日現在の情報です。内容が変更となる場合があります。 13

くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）を募集中。販売代理店の（株）ホープ（☎092-716-1401）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。
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 高齢者肺炎球菌予防接種をうけましょう  

  期  4月1日～来年3月31日  場  指定医
療機関（市外の指定医療機関以外で接
種する場合は、事前に手続きが必要） 
  内  高齢者の成人用肺炎球菌予防接種
（ニューモバックスNP）の費用を一部
助成します  対  ①令和2年度中に65
歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・
95歳・100歳になる方で、平成27年
度に定期接種を受けていない方。4月
に通知はがき（予防接種助成券）を送
付します②60歳～65歳未満で、心
臓、腎臓、または呼吸器の機能および
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の
機能に障がいがある身体障害者手帳
1級相当の方（身体障害者手帳の提示
などが必要） ※過去に接種済の方は
対象外  費  4,600円（生活保護または
市民税非課税世帯の方は証明書類の
提出で自己負担免除）。詳しくは、通知
はがきまたは市ホームページへ  持  保
険証、運転免許証、障害者手帳など（接
種対象者であることの確認ができる
もの） ※①の方は、通知はがき（予防
接種助成券）も ※自己負担免除対象
者は、免除対象者であることを証明す
る書類（課税証明書は不可）も ※接種
後に本市から自己負担分の払い戻し
はできません  問  感染症対策課予防接
種相談電話（☎372-0700）

 昨年度に乳がん検診、子宮頸がん検診を受診できなかった方へ 

  期  【申請期間】4月1日～5月29日【有
効期限】5月31日  場  区役所保健子ど
も課、健康づくり推進課  内  本市の乳
がん検診・子宮頸がん検診は、年度内
に偶数年齢になる方が対象です。3月
までに受診できなかった方を対象に、
5月末まで受診期間を延長できる「奇
数年齢特例受診許可証」の申請を受け
付けします  対  今年度奇数年齢になる
女性（乳がんは40歳以上、子宮頸がん
は20歳以上）で、昨年度乳がん・子宮
頸がん検診を受診できなかった方 ※
今年度41歳になる方には乳がん検
診、21歳になる方には子宮頸がん検
診の無料クーポン券が6月末に届き
ますので、申請する必要はありませ
ん  持  身分証明書（健康保険証など）
詳しくは、健康づくり推進課（☎

361-2145）へ。

 依存についてお困りではありませんか  

  内  アルコールや薬物・ギャンブルな
どの依存に伴う問題への相談窓口
①依存症個別相談（月1回）
  対  依存症に悩む本人、家族  申  電話

②依存症家族教室
  日  4月7日（火）午後6時半～8時

半  師  熊本ダルク／  日  4月21日
（火）午後1時半～3時半  内  学習会
「家族の対応」  対  依存症に悩む家族
③依存症当事者グループミーティング
  期  月2回。日程は要問い合わせ  対  依
存症に悩む本人

【共通】  場  ウェルパルくまもと  申  ②
③は、初めての方はまず電話くださ
い  問  こころの健康センター（☎362-
8100 平日午前9時～午後4時）

 ひきこもり家族教室  　無料　 
  日  4月13日（月）午後1時半～3時半 
  場  ウェルパルくまもと  内  ひきこも
りのことで悩みを抱える家族がその
思いを語り、分かち合い、理解を深め
る場  題  「ポジティブコミュニケー
ション＆座談会」  対  ひきこもりのこ
とでお悩みの家族  申  初めての方は事
前面談の要予約  問  電話またはホーム
ペ ー ジ（http://www.kumamoto-
link.com/）でひきこもり支援セン
ター「りんく」（☎366-2220 平日午

前9時～午後4時）へ
（こころの健康センター　☎362-8100）

 精神保健家族教室  
  日  4月18日（土）午後1時半～  場  障
がい者福祉センター 希望荘大ホール 
  題  「障がいを持つ人の心について～
一緒に考えてみましょう～」  師  植村  
照子さん（向陽台病院臨床心理士） 
  対  市内に住む精神障がいのある方と
家族（入院患者の家族も可）  定  50人 
  申  当日直接会場へ
  （精神保健福祉室　☎361-2293）

 休日・夜間の精神科救急医療電話相談  

  内  熊本県精神科救急情報センターで
は、休日・夜間に、精神疾患を有する方
や家族からの精神科救急医療に関す
る電話相談を受けています。緊急性の
高い場合に利用ください。平日昼間
は、精神保健福祉室またはこころの健
康センター（☎362-8100 平日：午前

9時～午後4時）へ ※かかりつけの医
療機関がある方は、まずそちらへ相談
ください  問  熊本県精神科救急情報セ
ンター（☎385-9939 平日夜間：午後
5時～翌午前9時、休日：24時間）
  （精神保健福祉室　☎361-2293）

 希望荘パソコン短期集中講座  
  日  ①4月19日（日）～5月31日（日）午
前10時～正午②4月17日（金）～5月
22日（金）午後1時～3時  場  希望荘  
 題  ①パソコン入門②健康チェック
シート作成  対  市内に住む障がいのあ
る方 ※同伴者の参加は要相談  定  各
6人（抽選・初受講者優先）  費  ①資料
印刷代1枚20円～②100円  申  4月10
日までに希望講座、住所、氏名、電話番
号を電話またはファクス（364-
5309）で障がい者福祉センター希望
荘（☎371-5533）へ
 （障がい保健福祉課　☎328-2519）

後期高齢者医療被保険料が変わります
保険料率は2年ごとに見直されており、今回、令和2・3年度の保険料率の見直しを行いました。保険料が変わります
ので、変更内容を確認ください。

詳しくは、区役所区民課へ。  （国保年金課　☎328-2290）

 肺がん・胃がん検診（胃部エックス線検査）
 4月の巡回検診は中止します 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月の巡回検診は中止します。
今後の巡回検診日程は、市政だより5月号および市ホームページでお知らせします。
  （健康づくり推進課　☎361-2145・感染症対策課　☎364-3189）

■令和2・3年度の保険料率の変更点
・均等割額は47,900円➡50,600円、所得割率は9.26％➡9.95％へ。
・保険料の上限額が62万円➡64万円へ。

保険料額
（年額）

※上限：年額64万円
＝

均等割額
（被保険者1人当たり）

50,600円
＋

所得割額
〔総所得金額等－33万円（基礎控除）〕

×所得割率 9.95％

■保険料の軽減内容も見直されます
所得が低い方の保険料の軽減について、対象者の範囲や軽減割合が見直されます。

【所得が低い方の軽減（保険料の均等割額の軽減）】
≪5割・2割軽減対象者の拡大と軽減割合の一部が変更に≫
世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等の合計額が
　

「基礎控除額（33万円）」を超えない世帯で、被保険者全員の
年金収入の控除額をそれぞれ80万円として計算したうえで
所得が0円となる場合

➡ 保険料の均等割額を7割軽減
（変更前）8割軽減

「基礎控除額（33万円）」を超えない世帯　 ➡ 保険料の均等割額を7.75割軽減
（変更前）8.5割軽減

「基礎控除額（33万円）」 ＋
「28万5千円×世帯の被
保険者数」を超えない世帯

（拡大）
➡ 保険料の均等割額を5割軽減

「基礎控除額（33万円）」 ＋「52万円×世帯の被保険者
数」を超えない世帯（拡大） ➡ 保険料の均等割額を2割軽減

＊均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前のものです。
また、年金所得は15万円を控除した額で判定します。

↗

↗ ↗


